
発行日　：　2022年　12月  20日
レポートの対象期間 ：2022年9月〜2022年11月

有限会社金沢商店

環 境 経 営 レ ポ ー ト

2022 年度 （暫定版）

エコアクション21



　　駐車場・洗車場 〒926-0015　石川県七尾市矢田新町乙67-3-1

　　　　　　　　　　　　FAX　0767-53-2045

４）事業内容

1.　古紙・金属リサイクル

2.　一般廃棄物収集運搬・中間処理

3.　産業廃棄物収集運搬・中間処理

５）事業規模

１０名

1,060ｍ2

６）情報公開項目

平成３年１０月

３００万円

１５０百万円

別紙

NO. 許可者 許可年月日 有効期限

１ 産業廃棄物中間処理 石川県知事 R4.8.9 R5.11.7

２ 産業廃棄物収集運搬 石川県知事 H31.4.25 R6.3.13

４ 一般廃棄物中間処理 七尾市長 R3.4.1 R5.3.31

５ 一般廃棄物収集運搬 七尾市長 R4.4.1 R6.3.31

６ 一般廃棄物収集運搬 中能登町長 R4.4.1 R6.3.31

産業廃棄物：廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

管理責任者　金沢　崇太

2180426

21804017

１．　　事業活動の概要

１）事業社名及び代表社名

事業社名　　　　有限会社金沢商店　

代表者名　　　　代表取締役　金沢　信茂　

２）所在地　　　本社　　　　　　　　　　〒926-0015　石川県七尾市矢田新町二部111番地4

３）環境管理責任者及び担当者の連絡先

連絡先　　　　　　　電話　0767-53-2046

E-mail　　         　kanazawa-shoten@wind.ocn.ne.jp

　　従業員

　　延べ床面積

設立年月

資本金

令和３年度売上高

1290307

・廃棄物の種類（収集運搬）

組織図

ア、許可の内容

許可番号

01723015917

01713015917

許認可名
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塵芥車 4 台

８ｔユニック車 1 台

２ｔダンプ車 1 台

保管施設1 保管施設2 保管施設3 保管施設4 保管施設5

9㎡ 9㎡ 8㎡ 8㎡ 8㎡

13.5m3 13.5m3 12m3 12m3 12m3

保管場所の面積

保管上限

積替え場所の所在地 石川県七尾市矢田新町二部111番地6

積替え場所の面積 174.6㎡

積替えを行う
産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、木くず、がれき類

・事業計画の概要

[全体計画]
古紙・金属等のリサイクル業
産業廃棄物の収集運搬業・処分業（再生含む）、　一般廃棄物の収集運搬業・処分業
　
[主な事業活動]
石川県七尾市・中能登町地域で排出される古紙（段ボール・雑誌・新聞）、金属くずの収集運
搬を行い、リサイクル事業を行う。また、同地域の一般廃棄物収集運搬業も行う。
石川県で排出される産業廃棄物を中心に収集運搬、中間処理の廃棄物処理とこれらに付帯
する事業を行う。
中間処理は、廃棄物項目ごとに圧縮、破砕のみ、破砕・圧縮固化処理を行う。
　
[産業廃棄物の種類及び取扱量]
　＜収集運搬＞：1.4ｔ／月
　＜中間処理及び最終処分＞：1.3ｔ／月
　
[環境保全措置]
＜収集運搬＞
積載物が飛散・流出することのないように車両の荷台にシート　をかぶせ、ロープで固定す
る。廃棄物品目に応じた運搬容器を使用する。

＜中間処理＞
・処理施設では、散水等により粉塵の飛散を防止する。悪臭の防止のため、中間処理物はで
きるだけ早く自社で中間処理し、売却先等に出荷する。
・破砕施設は日常の保守管理と運転管理により、異常音の発生防止など騒音／振動の発生
を防ぐ。
・飛散を防止するため、許可を受けた保管量／方法を遵守する。
・油水分離槽により、油などの工場内からの流出を防止する。

イ、施設の状況

①収集運搬業

・車両の種類と台数

・積替え保管施設
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＜溶融処理工程＞ ＜圧縮処理工程＞ ＜破砕処理工程＞ 　　　　＜破砕・圧縮固化処理工程＞

（単位:ｔ）

令和3年度

17

1608.3

（単位:ｔ）

令和3年度

16

２.　　対象範囲　　・・・・　　全組織が対象範囲です。

ウ、処理実績

  収集運搬の量

産業廃棄物

一般廃棄物

  処分量

産業廃棄物

中間処理 中間処理 中間処理 中間処理

売却 売却 売却 売却

排出事業者 排出事業者 排出事業者 排出事業者

自社収集運搬
持ち込み

持ち込み
自社収集運搬

持ち込み
自社収集運搬

持ち込み

破砕施設
廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず

ゴムくず 各4.6〜4.8ｔ/日（8ｈ） 破砕

破砕・圧縮固化施設
廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず

ゴムくず 各1.98〜3.96ｔ/日（8ｈ） 破砕・圧縮固化

圧縮施設
金属くず 9.9ｔ/日（8ｈ）

圧縮
廃プラスチック類 13.2ｔ/日（8ｈ）

②処分業

施設の種類 処理する産廃の種類 処理能力 処理方式

溶融施設 廃プラスチック（発泡スチロール） 0.22ｔ/日（8ｈ） 溶融
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　  作成年月日：2022/12/20

　　作成責任者：金沢崇太

　　　責　任　者 　　　　　　　　　　　　　　役　割　･　責　任　・　権　限

・環境方針を策定する

・エコアクション２１の実行に必要な資源を用意する

・環境管理責任者を任命する

・エコアクション２１全体の取組状況を評価し、見直しを実施し、必要な指示

　を行う

・環境経営システムを構築・運用する

・環境経営システムの構築・運用状況を代表者に報告する

・環境関連法規の遵守状況をチェックする

・外部からの苦情や要望に対応する

・問題点に対して是正処置及び予防処置を行う

・環境目標に関するデータを集計し、環境管理責任者に報告する

・廃棄物の秤量を行う

・外部からの苦情や要望を受け付ける

・エコアクション２１に関する文書と記録を管理する。

・環境目標に関するデータの確認と従業員への周知を行う

・環境活動計画の実施状況の確認と従業員への周知を行う

・環境管理責任者を補佐する

・環境活動計画の具体的な取組み内容を実行する

従　　　業　　　員

ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局

代　表　者

２．実施体制

環境管理責任者

従　業　員

エコアクション２１ 実施体制と役割

代　表　者：金沢信茂

環境管理責任者：金沢崇太

エコアクション２１
事務局　　金沢崇太

-４-



３．環境経営方針

＜環境理念＞

＜行動方針＞

制定日：令和３年９月1日

代表取締役　金沢 信茂

1.事業活動において適用されるすべての環境法令等の遵守に努めます。
2.エコアクション21を継続的に改善し、ステップアップを実施します。
3.次の事項について環境目標・活動計画を定め、継続的な改善に努めます。
　　　①電気及び軽油使用量の低減により、二酸化炭素の排出抑制に努めま
す。
　　　②水資源の節約に努めます。
　　　③一般廃棄物の排出抑制に努めます。
　　　④受託廃棄物の再資源化率９0％以上の維持に努めます。
4.この方針は、全社員に周知徹底するとともに、環境レポートを外部に公表しま
す。

家庭や事業所より排出される廃棄物のマテリアルリサイクル・サーマルリサイク
ルを推進する事により再利用化を図り、循環型社会の構築に貢献する。
また、自社の事業活動において、更なる取組みとして環境負荷の継続的な軽減
を目標にする。

-５-



４．環境経営目標
（１）過去の実績

単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度

売　上　高 百万 150

二酸化炭素排出量 kg -CO2 99,177

購　入　電　力 kwh 52,413

軽油 リットル 30,363

ガソリン リットル 454

廃棄物排出量 （トン） 2

受託した廃棄物のリサ
イクル率

（％） 100

水使用量の削減 （ｍ３） 240

（２）環境への負荷の削減目標（環境経営目標）

当社における二酸化炭素排出量・水使用量・コピー用紙使用量の

基準を令和３年度の実績を基準とし、年１％づつ減少目的値とした。

廃棄物は目的設定せず、実績把握のみとしリサイクル率       ％以上とした。

電力の二酸化排出係数は0.480kg-CO２/kwh（令和3年度）を使用した。

令和7年度以降に見直します。

基準値
令和3年度

実績

令和4年度
目標

令和5年度
目標

令和6年度
目標

150

二酸化炭素排出量　 （kg－ＣＯ２） 99,177 98,186 97,204 96,232

電気 (ｋｗｈ) 52,413 51,889 51,370 50,856

軽油 (㍑) 30,363 30,059 29,759 29,461

ガソリン (㍑) 454 449 445 441

廃棄物排出量 （トン） 1.6 1.5 1.5 1.5

中間処理した廃棄物の
リサイクル率

（％） 100 100 100 100

水使用量の削減 （ｍ３） 240 238 235 233

（2）その他の目標

①重機等の燃料使用削減　　

・工場で重機から離れる際はエンジンの停止

②車両運行の効率化

・運行車両の適正な適正なルート

・稼働予定を管理し、輸送コストの削減

③リサイクルの徹底

・現場で出た廃材は処理業者に処理を委託する

売　　上　　高（百万円）
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５．環境経営計画

ｃ）ガソリンの削減：（収集運搬部）

２）廃棄物排出量の削減：工場部門 / 事務部門

３）水使用量（節水の取組）：（金沢陽子）

①    トイレ排水の削減に努める水量の調整。

②    洗車時の洗車箇所を絞り、無駄な放水を削減する。

③    節水を促す内容と洗車箇所を示した図を掲示する。

１）二酸化炭素排出量の削減

③  重機未使用時のエンジン停止を徹底。

④  機械速度ギア付き重機に関しては、ローギアでの運転を実施する。

① 　廃棄物の分別を徹底し、再利用・再生利用の比率を上げ、削減に努める。

①　社用車の省エネ運転の推進。

②　社用車の定期的整備の実施、燃料効率の悪化防止に努め、効率の向上を図る。

③　社用車に省燃費に有効なエコ整備・エコ車検・エンジン洗浄を実施する。

ｄ）軽油の削減：（工場部）

①　ディーゼルエンジンの社用車のエコドライブの徹底。

②  社用車の定期的整備の実施、燃料効率の悪化防止に努め、効率の向上を図る。

② 　生ごみとそれ以外に分別し、可能な限り自社RPF製造工場にてリサイクルする。

ｂ）灯油の削減：（収集運搬部）

①　冬季の灯油用暖房は、室内温度により調整し室温に応じて消火する。

ａ）電力の削減：（経理部）

④   [節電]ステッカーを貼り節電意識の徹底を図る。

③　昼休みの照明消灯による節電、未使用時の消灯、パソコンは極力待機電力とする。

②　破砕機等負荷の掛かりやすい機械の使用時は、投入物の量を減らし、負荷を軽減する。

①　工場の機械未使用時には、主電源を切る。
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６．環境経営目標の達成状況

令和４年度の達成状況（暫定） 作成日：令和4年12月20日

是正処置及び予防措置

*目　　　標
対象期間が３ケ月であるので、基準年×0.25
（削減目標のみで 燃費・リサイクル率は除く）

評価結果

（1）二酸化炭素排出量
実績／目標＝となり目標を達成できた。

（2）電気使用
実績／目標＝となり目標を達成できなかった。
新事業の本格稼働に伴い、使用機器の稼働率が増加した。

（3）軽油使用
実績／目標＝となり目標を達成できた。

（4）廃棄物ﾘｻｲｸﾙ率
実績／目標＝となり目標を達成できた。

（5）水使用量
実績／目標＝となり目標を達成できた。

新規事業による新工場稼働に伴い、大型の処理機械を使用せざるを得ないため、基準年度と比べて必然的に電気使用量が増えてしまった。
処理機械への過負荷による電気使用量増加を防ぐために、破砕機への過剰な廃棄物投入を失くすよう善処する。

水使用量
(㎥）

240 238 59 58 ○

廃棄物リサイクル率　　　　　　(％)
100 100 100 100 ○

軽油燃費
（リットル/km）

30,363 30,059 7,515 7,369 ○

使用電気量
（kwh）

52,413 51,889 12,972 14,044 ×

二酸化炭素排出量
（kg-CO2）

99,177 98,186 24,546 23,999 ○

対象期間：2022/9月～2022/11月

項　　　目 基準年（令和３年度）
*令和4年度

目標
*目　　　標 実　　　績 達成状況
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７．環境経営計画とその実施状況

2022年9月
〜2023年11月

○年○月～○年○月

○

△

△

○

b）灯油の削減 ○

○

○

○

△

○

○

△

△

○

○

△

○

評価結果

電気使用量の削減が徹底できておらず、昼休み時の一部消灯など、細かい部分で無駄な電力使用が目立つ。
同じく、水使用量においても社内において洗車方法等の共有が徹底されていない。

トイレ排水の削減に努める水量の調整。

節水を促す内容と洗車箇所を示した図を掲示する。

機械速度ギア付き重機に関しては、ローギアでの運転を実施する。

廃棄物の分別を徹底し、再利用・再生利用の比率を上げ、削減に努める。

評価

具体的取組内容

冬季の灯油用暖房は、室内温度により調整し室温に応じて消火する。

社用車の省エネ運転の推進。

 [節電]ステッカーを貼り節電意識の徹底を図る。

生ごみとそれ以外に分別し、可能な限り自社RPF製造工場にてリサイクルする。

社用車の定期的整備の実施、燃料効率の悪化防止に努め、効率の向上を図る。

廃棄物排出量の削減

洗車時の洗車箇所を絞り、無駄な放水を削減する。

水使用量の削減

ディーゼルエンジンの社用車のエコドライブの徹底。d）軽油の削減

目標

二酸化炭素排出量の削
減

重機未使用時のエンジン停止を徹底。

工場の機械未使用時には、主電源を切る。

破砕機等負荷の掛かりやすい機械の使用時は、投入物の量を減らし、負荷を軽減する。

昼休みの照明消灯による節電、未使用時の消灯、パソコンは極力待機電力とする。

a）電力の削減

社用車の定期的整備の実施、燃料効率の悪化防止に努め、効率の向上を図る。

社用車に省燃費に有効なエコ整備・エコ車検・エンジン洗浄を実施する。

c）ガソリンの削減
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８．次年度の取組内容

①　工場の機械未使用時には、主電源を切る。

②　破砕機等負荷の掛かりやすい機械の使用時は、投入物の量を減らし、負荷を軽減する。

③　昼休みの照明消灯による節電、未使用時の消灯、パソコンは極力待機電力とする。

④   [節電]ステッカーを貼り節電意識の徹底を図る。

①　冬季の灯油用暖房は、室内温度により調整し室温に応じて消火する。

ｃ）ガソリンの削減：（収集運搬部）

①　社用車の省エネ運転の推進。

②　社用車の定期的整備の実施、燃料効率の悪化防止に努め、効率の向上を図る。

③　社用車に省燃費に有効なエコ整備・エコ車検・エンジン洗浄を実施する。

①　ディーゼルエンジンの社用車のエコドライブの徹底。

②  社用車の定期的整備の実施、燃料効率の悪化防止に努め、効率の向上を図る。

③  重機未使用時のエンジン停止を徹底。

④  機械速度ギア付き重機に関しては、ローギアでの運転を実施する。

２）廃棄物排出量の削減：工場部門 / 事務部門

① 　廃棄物の分別を徹底し、再利用・再生利用の比率を上げ、削減に努める。

② 　生ごみとそれ以外に分別し、可能な限り自社RPF製造工場にてリサイクルする。

３）水使用量（節水の取組）：（金沢陽子）

①    トイレ排水の削減に努める水量の調整。

②    洗車時の洗車箇所を絞り、無駄な放水を削減する。

③    節水を促す内容と洗車箇所を示した図を掲示する。

１）二酸化炭素排出量の削減

ａ）電力の削減：（経理部）

ｂ）灯油の削減：（収集運搬部）

ｄ）軽油の削減：（工場部）
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９．環境関連法規等

9-1.環境関連法規等の遵守状況 遵守チェック実施日：2022年11月30日

法規名 順守事項 当社の順守内容 確認日 確認者

廃棄物の処理及び清掃に １．産業廃棄物の保管は保管施設で行う。 掲示板（600×600以上）

関する法律（廃掃法） ２．運搬処分は許可を受けたものが行う。 許可証（番号、有効期限、契約書等）

依頼する場合 ３．多量排出者（1000t/年）は減量計画書を知事に報告 産業廃棄物減量化計画書の作成、提出

４．管理票（マニフェスト）の交付 運搬処分は90日、最終処分は180日

５．管理表に関する報告書の提出（県、市） 前年4/1から3/31まで（第12条3第6項）

収集運搬を業として行う場合 １．収集運搬許可 廃棄物の種類、有効期限

２．運搬車、運搬容器、パイプライン：飛散、流出対策

３．車両の表示（産廃収集運搬者車、許可番号）

４．マニフェストと許可証の携帯

５．契約の提携（契約書）

６．マニフェスト管理（帳簿記載義務）

７．管理表に関する報告書の提出（県及び市） 前年4/1から3/31までの1年分（第18条第1項）

道路運送車両法 １．車両の管理 走行距離の報告

２．車両の整備 ３ヶ月点検・整備又は１年点検・整備

騒音規制法 １．特定施設の届出 特定施設設置届出書提出 11月30日 金沢崇太

騒音規制法 １．特定施設の届出 特定施設設置届出書提出 11月30日 金沢崇太

振フロン排出抑制法 １．業務用エアコンの簡易点検(7.5KW未満） ３ヶ月に１度簡易実施 11月30日 金沢崇太

消防法 １．指定可燃物貯蔵届 消防署へ届出（該当施設なし） 11月30日 金沢崇太

下水道法 １．除害施設設置　２．維持管理 １．自主管理　２．浮上油の回収処分 11月30日 金沢崇太

9-2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

　過去３年間、環境関連法規の違反はなく、訴訟等についてもありませんでした。

　また、行政からの指導、近隣からの苦情等もありませんでした。

　随時見直しを行い、法規等の厳守に努めます。

11月30日 金沢崇太

11月30日 金沢崇太

11月30日 金沢崇太
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１０．代表者による全体評価と見直しの結果
承認 確認 作成

金沢崇太 2022/12/1

確認

①環境関連法規の遵守状況 〇

②環境目標の達成状況および環境活動計画の実施状況、その評価結果 〇

③問題点の是正処置及び予防処置の結果 〇

④外部からの苦情等の受付結果 〇

システムの有効性（ＥＭＳが機能しているか） 適 不適

取り組み状況の適切性（要求事項を満たしているか） 適 不適

環境方針 有 なし

環境目標 有 なし

環境活動計画 有 なし

環境経営システム 有 なし

見直し実施日見直し実施者

変更の必要性の判断

具体的な見直しの指示内容

・環境活動計画の内容を社員に共有したものの、徹底で来ていない項目も多々あったため、社員へ
の再度共有と徹底を促す。

・2022年9月より新事業（RPF製造）の稼働が始まったため、製造機械設備の使用により電気使用量が
増えた。今後も設備の稼働時間が増加する可能性が高いため、基準年度よりも大幅に電気使用量が
増えることが予想される。新事業に伴うものであるため、必然的な部分はあるが、新たに導入した製造
機械設備の電気使用量も視野に入れた環境目標の変更を行い、併せて活動計画の見直しも行う。

前回の見直し結果における指示内容への対応状況

金沢信茂 金沢崇太 金沢崇太

見直しのための情報

エコアクション２１全体の取り組み状況の評価
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□許可の内容
・産業廃棄物収集運搬業許可の内容

燃
え
殻

汚
泥

廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

木
く
ず

紙
く
ず

繊
維
く
ず

ゴ
ム
く
ず

ガ
ラ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト

・
陶
器
く
ず

が
れ
き
類

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

金
属
く
ず

動
植
物
性
残
さ

鉱
さ
い

ば
い
じ
ん

有 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

備考） ◎；収集運搬+積替保管 ○；収集運搬のみ

・積替え保管施設

・産業廃棄物処分許可の内容

廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

木
く
ず

紙
く
ず

繊
維
く
ず

ガ
ラ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト

・
陶
器
く
ず

が
れ
き
類

金
属
く
ず

ゴ
ム
く
ず

○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

廃棄物の種類

石川県

許可区域 許可番号 許可年月日 許可有効年月日

積
替
保
管

許可区域

事業の範囲

許可年月日

破砕
令和4年8月9日

破砕・圧縮固化

廃プラスチック類：2.0m3
木くず：2.0m3

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず：2.0m3
がれき類：2.0m3

中間処理

溶融

令和5年11月7日

廃プラスチック類・木くず・金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器く

ず
がれき類

積替えを行う
産業廃棄物の種類

保管上限

平成31年4月25日 令和6年3月13日

許可有効年月日

石川県 01723015917
圧縮

廃棄物の種類

許可番号

01713015917

積替え場所の所在地 石川県七尾市矢田新町二部111番地６

積替え場所の面積 123.9㎡
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